
日調連発第３４４号 

平成２９年３月３１日 

各土地家屋調査士会長 殿 

日本土地家屋調査士会連合会長 

被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による

所有権の移転の登記の可否について（参考送付） 

標記について、法務省民事局民事第二課から、別添のとおり情報提供がありましたので、参

考までに送付します。 



【 別　添 】






